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衆議院議員総選挙の選挙時登録に伴う選挙人名簿

登録者数等を取りまとめました

本日、各市区町村選挙管理委員会において、公職選挙法第22条第３項の規定に基

づき、令和６年10月27日執行予定の衆議院議員総選挙に伴う選挙人名簿の選挙時登

録が行われました。

この結果、令和６年10月14日現在における県内の選挙人名簿登録者数及び在外選

挙人名簿登録者数並びに衆議院小選挙区選出議員選挙の選挙運動費用制限額は、そ

れぞれ次のとおりとなりましたので、お知らせします。

記

１ 県内の選挙人名簿登録者数

別紙１の「選挙人名簿登録者数 市区町村別一覧表」及び別紙２の「選挙人

名簿登録者数 衆議院小選挙区別一覧表」のとおり

２ 県内の在外選挙人名簿登録者数

別紙３の「在外選挙人名簿登録者数 市区町村別一覧表」のとおり

３ 衆議院小選挙区選出議員選挙に係る選挙運動費用制限額（法定選挙費用）

岡山県第１区 選挙運動費用制限額 ２３，９８０，２００円

岡山県第２区 選挙運動費用制限額 ２５，２６７，６００円

岡山県第３区 選挙運動費用制限額 ２５，０５９，５００円

岡山県第４区 選挙運動費用制限額 ２５，１３２，１００円

お 知 ら せ



（参考）

１ 県内の選挙人名簿登録者数

※選挙人名簿の選挙時登録

選挙を行う場合は、市区町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の登録をする

こととされています。今回の選挙時登録は、10月14日を基準日として、同日に

行われました。

※選挙人名簿登録要件

登録は、日本国民で、公職選挙法第11条第１項若しくは第252条、地方公共団

体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法

等の特例に関する法律第17条第１項から第３項まで又は政治資金規正法第28条

の規定により選挙権を有しない者を除き、以下の要件を満たす者について行わ

れました。

年齢要件 平成18年10月28日以前（28日を含む。）の出生者

次のア、イのうちいずれかを満たす者

ア 令和６年７月14日まで（14日を含む。）に転入届をした

者又は住民票が作成された者で、令和６年10月14日現在で

住所要件 引き続き住民基本台帳に記録されている者

イ 当該市町村の住民票が作成された日から引き続き３箇月

以上住民基本台帳に記録されていた者であって、令和６年

６月14日から令和６年10月13日までの間に当該市町村の区

域内に住所を有しなくなった者

２ 県内の在外選挙人名簿登録者数

※在外選挙人名簿の登録

市区町村の選挙管理委員会は、国外に居住する日本国民からの申請にも基づ

き、在外選挙人名簿への登録を随時行うこととなっています。

登録は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満18年以上の日本国民で、

在外選挙人名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区

域内に引き続き３箇月以上住所を有するものについて行われます。



また、平成30年６月１日に施行された公職選挙法の改正により、上記の登録

手続に加え、市区町村の選挙人名簿に登録されている者については、国外転出

届と同時に当該市区町村の窓口で在外選挙人名簿への登録申請が可能となりま

した。

市区町村の選挙管理委員会は、その者が国外に住所を移したことが確認でき

れば、速やかに選挙人名簿から在外選挙人名簿へ登録を移転させることとなり

ます。

※在外選挙人の投票

在外選挙人名簿の登録者は、衆議院議員選挙（小選挙区・比例代表・国民審

査）及び参議院議員選挙（選挙区・比例代表）の投票ができます。

３ 衆議院小選挙区選出議員選挙に係る選挙運動費用制限額（法定選挙費用）

選挙人名簿の登録者数に基づき、次式により算定され、10月15日（選挙期日の

公示日）に告示する予定です。

選挙運動費用制限額

＝ 選挙人名簿登録者数 × 15円 ＋ 1,910万円

（注）100円未満の端数があるときは、その端数は100円とする。



（別紙１）

増減数 増減率(%)

男 女 計A 男 女 計B C (A-B) D (C/B)

岡山市北区 115,594 127,269 242,863 115,963 127,761 243,724 △861 △ 0.35

岡山市中区 56,014 63,858 119,872 56,475 64,594 121,069 △1,197 △ 0.99

岡山市東区 36,221 40,596 76,817 37,101 41,638 78,739 △1,922 △ 2.44

岡山市南区 65,617 70,982 136,599 66,933 72,249 139,182 △2,583 △ 1.86

倉 敷 市 188,963 202,926 391,889 191,246 204,802 396,048 △4,159 △ 1.05

津 山 市 38,058 41,973 80,031 39,292 43,483 82,775 △2,744 △ 3.32

玉 野 市 22,860 24,444 47,304 24,063 25,732 49,795 △2,491 △ 5.00

笠 岡 市 18,315 19,957 38,272 19,225 21,132 40,357 △2,085 △ 5.17

井 原 市 15,178 16,559 31,737 15,976 17,585 33,561 △1,824 △ 5.43

総 社 市 27,152 29,188 56,340 27,157 29,313 56,470 △130 △ 0.23

高 梁 市 10,854 11,791 22,645 11,839 12,844 24,683 △2,038 △ 8.26

新 見 市 10,883 12,056 22,939 11,600 12,898 24,498 △1,559 △ 6.36

備 前 市 12,772 14,188 26,960 13,597 15,116 28,713 △1,753 △ 6.11

瀬 戸 内 市 14,532 16,046 30,578 14,875 16,407 31,282 △704 △ 2.25

赤 磐 市 16,830 18,661 35,491 17,224 19,138 36,362 △871 △ 2.40

真 庭 市 16,796 18,450 35,246 17,750 19,668 37,418 △2,172 △ 5.80

美 作 市 10,321 11,313 21,634 10,903 12,097 23,000 △1,366 △ 5.94

浅 口 市 13,486 14,620 28,106 13,939 15,006 28,945 △839 △ 2.90

和 気 町 5,343 5,898 11,241 5,633 6,247 11,880 △639 △ 5.38

早 島 町 4,828 5,418 10,246 4,843 5,368 10,211 35 0.34

里 庄 町 4,278 4,709 8,987 4,344 4,788 9,132 △145 △ 1.59

矢 掛 町 5,358 5,764 11,122 5,607 6,124 11,731 △609 △ 5.19

新 庄 村 326 363 689 353 402 755 △66 △ 8.74

鏡 野 町 4,844 5,335 10,179 5,065 5,589 10,654 △475 △ 4.46

勝 央 町 4,202 4,649 8,851 4,294 4,768 9,062 △211 △ 2.33

奈 義 町 2,276 2,339 4,615 2,418 2,437 4,855 △240 △ 4.94

西 粟 倉 村 533 600 1,133 543 645 1,188 △55 △ 4.63

久 米 南 町 1,831 2,004 3,835 1,967 2,141 4,108 △273 △ 6.65

美 咲 町 5,249 5,684 10,933 5,546 6,133 11,679 △746 △ 6.39

吉備中央町 4,261 4,530 8,791 4,454 4,814 9,268 △477 △ 5.15

県 計 733,775 802,170 1,535,945 750,225 820,919 1,571,144 △35,199 △ 2.24

選挙人名簿登録者数　　市区町村別一覧表

令和６年１０月１４日現在 前回（令和３年１０月１８日現在）

岡山県選挙管理委員会



（別紙２）

第　１　区

増減数 増減率(%)

男 女 計A 男 女 計B C (A-B) D (C/B)

岡 山 市 北 区 115,594 127,269 242,863 115,963 127,761 243,724 △861 △0.35

備 前 市 12,772 14,188 26,960 13,597 15,116 28,713 △1,753 △6.11

赤 磐 市 16,830 18,661 35,491 17,224 19,138 36,362 △871 △2.40

和 気 町 5,343 5,898 11,241 5,633 6,247 11,880 △639 △5.38

吉 備 中 央 町 4,261 4,530 8,791 4,454 4,814 9,268 △477 △5.15

第　１　区　計 154,800 170,546 325,346 156,871 173,076 329,947 △4,601 △1.39

第　２　区

増減数 増減率(%)

男 女 計A 男 女 計B C (A-B) D (C/B)

岡 山 市 中 区 56,014 63,858 119,872 56,475 64,594 121,069 △1,197 △0.99

岡 山 市 東 区 36,221 40,596 76,817 37,101 41,638 78,739 △1,922 △2.44

岡 山 市 南 区 65,617 70,982 136,599 66,933 72,249 139,182 △2,583 △1.86

玉 野 市 22,860 24,444 47,304 24,063 25,732 49,795 △2,491 △5.00

瀬 戸 内 市 14,532 16,046 30,578 14,875 16,407 31,282 △704 △2.25

第  ２  区  計 195,244 215,926 411,170 199,447 220,620 420,067 △8,897 △2.12

第　３　区

増減数 増減率(%)

男 女 計A 男 女 計B C (A-B) D (C/B)

津 山 市 38,058 41,973 80,031 39,292 43,483 82,775 △2,744 △3.32

笠 岡 市 18,315 19,957 38,272 19,225 21,132 40,357 △2,085 △5.17

井 原 市 15,178 16,559 31,737 15,976 17,585 33,561 △1,824 △5.43

総 社 市 27,152 29,188 56,340 27,157 29,313 56,470 △130 △0.23

高 梁 市 10,854 11,791 22,645 11,839 12,844 24,683 △2,038 △8.26

新 見 市 10,883 12,056 22,939 11,600 12,898 24,498 △1,559 △6.36

真 庭 市 16,796 18,450 35,246 17,750 19,668 37,418 △2,172 △5.80

美 作 市 10,321 11,313 21,634 10,903 12,097 23,000 △1,366 △5.94

浅 口 市 13,486 14,620 28,106 13,939 15,006 28,945 △839 △2.90

里 庄 町 4,278 4,709 8,987 4,344 4,788 9,132 △145 △1.59

矢 掛 町 5,358 5,764 11,122 5,607 6,124 11,731 △609 △5.19

新 庄 村 326 363 689 353 402 755 △66 △8.74

鏡 野 町 4,844 5,335 10,179 5,065 5,589 10,654 △475 △4.46

勝 央 町 4,202 4,649 8,851 4,294 4,768 9,062 △211 △2.33

奈 義 町 2,276 2,339 4,615 2,418 2,437 4,855 △240 △4.94

西 粟 倉 村 533 600 1,133 543 645 1,188 △55 △4.63

久 米 南 町 1,831 2,004 3,835 1,967 2,141 4,108 △273 △6.65

美 咲 町 5,249 5,684 10,933 5,546 6,133 11,679 △746 △6.39

第　３　区　計 189,940 207,354 397,294 197,818 217,053 414,871 △17,577 △4.24

第　４　区

増減数 増減率(%)

男 女 計A 男 女 計B C (A-B) D (C/B)

倉 敷 市 188,963 202,926 391,889 191,246 204,802 396,048 △4,159 △1.05

早 島 町 4,828 5,418 10,246 4,843 5,368 10,211 35 0.34

第　４　区　計 193,791 208,344 402,135 196,089 210,170 406,259 △4,124 △1.02

第　１～４　区　計

増減数 増減率(%)

男 女 計A 男 女 計B C (A-B) D (C/B)

県 計 733,775 802,170 1,535,945 750,225 820,919 1,571,144 △35,199 △2.24

 選挙人名簿登録者数　　衆議院小選挙区別一覧表

令和６年１０月１４日現在 前回（令和３年１０月１８日現在）

令和６年１０月１４日現在 前回（令和３年１０月１８日現在）

令和６年１０月１４日現在 前回（令和３年１０月１８日現在）

令和６年１０月１４日現在 前回（令和３年１０月１８日現在）

令和６年１０月１４日現在 前回（令和３年１０月１８日現在）

岡山県選挙管理委員会



（別紙３）

増減数 増減率(%)

男 女 計A 男 女 計B C (A-B) D (C/B)

岡山市北区 46 88 134 59 97 156 △22 △ 14.10

岡山市中区 7 40 47 11 38 49 △2 △ 4.08

岡山市東区 11 27 38 10 25 35 3 8.57

岡山市南区 20 46 66 23 43 66 0 0.00

倉 敷 市 59 96 155 63 95 158 △3 △ 1.90

津 山 市 22 42 64 19 41 60 4 6.67

玉 野 市 6 16 22 5 18 23 △1 △ 4.35

笠 岡 市 7 12 19 9 10 19 0 0.00

井 原 市 11 21 32 11 18 29 3 10.34

総 社 市 12 16 28 14 17 31 △3 △ 9.68

高 梁 市 15 21 36 16 24 40 △4 △ 10.00

新 見 市 10 12 22 9 11 20 2 10.00

備 前 市 6 6 12 4 7 11 1 9.09

瀬 戸 内 市 6 16 22 5 14 19 3 15.79

赤 磐 市 7 9 16 7 7 14 2 14.29

真 庭 市 13 14 27 13 17 30 △3 △ 10.00

美 作 市 9 11 20 11 12 23 △3 △ 13.04

浅 口 市 3 10 13 2 12 14 △1 △ 7.14

和 気 町 3 7 10 3 7 10 0 0.00

早 島 町 0 5 5 0 6 6 △1 △ 16.67

里 庄 町 1 2 3 1 2 3 0 0.00

矢 掛 町 3 2 5 3 1 4 1 25.00

新 庄 村 0 0 0 0 0 0 0 -

鏡 野 町 1 5 6 3 5 8 △2 △ 25.00

勝 央 町 3 4 7 5 2 7 0 0.00

奈 義 町 0 2 2 0 2 2 0 0.00

西 粟 倉 村 1 2 3 1 2 3 0 0.00

久 米 南 町 2 2 4 2 0 2 2 100.00

美 咲 町 8 10 18 8 10 18 0 0.00

吉備中央町 6 9 15 6 8 14 1 7.14

県 計 298 553 851 323 551 874 △23 △ 2.63

在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 者 数 　 市 区 町 村 別 一 覧 表

令和６年１０月１４日現在 前回（令和３年１０月１８日現在）

岡山県選挙管理委員会



 

①県内の選挙人名簿の登録者数 

 
令和６年10月14日現在 

前回の衆議院議員総選挙の選

挙時登録（令和３年 10 月 18

日）との比較 

選挙人名簿登録者数 １，５３５，９４５人 ３５，１９９人（2.24％）減 

在外選挙人名簿登録者数 ８５１人 ２３人（2.63％）減 

 

②選挙人名簿登録者数の増減市区町村 

  〔前回の衆議院議員総選挙の選挙時登録（令和３年 10 月 18 日) との比較による。〕 

区    分 人  数（  人） 率  （  ％） 

増加市区町村 

１ 団 体 

（ １ 町 ） 

増 加 人 数 の 多 い 団 体 

１ 早 島 町(    35) 

２      (     ) 

３      (     ) 

４      (     ) 

増 加 率 の 高 い 団 体 

１ 早 島 町(   0.34) 

２      (     ) 

３      (     ) 

４      (     ) 

減少市区町村 

２９ 団 体 

（14 市４区９町２村） 

 

減 少 人 数 の 多 い 団 体 

１ 倉 敷 市(△4,159) 

２ 津 山 市(△2,744) 

３ 岡山市南区(△2,583)

４ 玉 野 市(△2,491) 

５ 真 庭 市(△2,172) 

減 少 率 の 高 い 団 体 

１ 新 庄 村( △8.74) 

２ 高 梁 市( △8.26) 

３ 久 米 南 町( △6.65) 

４ 美 咲 町( △6.39) 

５ 新 見 市( △6.36) 

県内団体数 30 団体（14 市４区 10 町２村） 


